
立会い分娩について 
 

 

全国的な感染者数の増加に伴い、立会い分娩の内容を一部変更させて頂きます。

立会い分娩は同居のご家族様 1 名又は里帰り先の実母様のどちらか

のみ可とさせて頂きます。※お子様はやむを得ない場合のみ可 

里帰り分娩を予定されている患者様で立会いをお考えのご家族様は、 

一定の待機期間（7 日以上）を設けて頂くようお願い致します。 

状況に応じて対応させていただきたいと思いますので、個別にご相談ください。 

立会い分娩の際には、マスクの着用・手洗いの施行をお願致します。 

滞在時間は分娩後 2 時間まで、院内では室内での待機をお願いしております。 

ただし、発熱、咳・鼻水等風邪症状がある方は立会をお断り致します。 

ご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します。 

11 月 16 日現在 院長 


